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①諫早市議会の禁煙化
改正健康増進法で国会が立法機関として第二種
施設に分類されたため、７月号で紹介したように
北海道など一部の地方自治体の議会が喫煙室を残

そうとしています。諫早市議会も喫煙室を残そう
としていることを「市民が『議員特権』として問題
視」と長崎新聞に報道されました（図１）。
筆者は長崎新聞から喫煙室を残すことの是非に
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　受動喫煙を防ぐ改正健康増進法の一部施行に伴い、長崎県諫早市は1日から東小路町の市庁舎を「敷地
内禁煙」とした。一方、同じ庁舎にある市議会エリアの喫煙所のみが継続利用されているのを受け、2日の市議
会運営委員会で、委員の一部が市庁舎と同様、全面禁煙を改めて要請。全員協議会での再協議を求めた。
　改正法は行政機関などの「第1種施設」は敷地内禁煙とし、受動喫煙を防ぐ措置を取った場合、屋外での喫
煙所設置を認めている。地方自治体議会を含む、それ以外の「第2種施設」は屋内禁煙とし、来年4月の改正
法全面施行まで既存の喫煙所利用を認めている。
　市は1日から庁舎内7カ所の喫煙所を閉鎖。市職員や来庁した市民は、別館そばに設けた屋外の喫煙所を
使用。一方、市は、市庁舎本館9階の市議会エリアは同1～8階の行政エリアと「明確に区分されている」との
理由で「第2種施設」と判断した。
　先月20日に開かれた市議会各派代表者会議で、市の判断への賛否が分かれたため、田川伸隆議長は「議
会エリアの喫煙所1カ所を6月末に閉鎖。残る1カ所は来年4月まで使用し、それ以降は法基準に適合するか
調査する」とした。
　2日の議会運営委員会で、委員の一人が「議会エリアだけ喫煙所を残すのは『議員の特権』と市民から厳し
い指摘を受けた。それぞれの意見を出し合う全員協議会を開いてほしい」と要望。別の委員は「議会運営委員
会で議論する話ではなく、既に一定の結論が出ている」と“決着済み”との姿勢。田川議長は「法律の趣旨に
沿って適切な分煙に努めており、（全協開催は）副議長と取り扱いを協議する」と収めた。
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ついて意見を求められ、
①喫煙室では受動喫煙が防止できないこと、
②冷暖房された空気が排気されるため年間10万
円以上の電気代が税金から支出されること、

③清掃業者の職業的な受動喫煙がなくならないこ
と、
を指摘したコメントが掲載されました（図２）。
掲載された新聞を複数の議員が持ち寄り、その

図１．諫早市議会に喫煙室を残すことが報じられた長崎新聞

　受動喫煙を防ぐ改正健康増進法の一部施行に伴い、長崎県諫早市は1日から東小路町の市庁舎を「敷地
内禁煙」とした。一方、同じ庁舎にある市議会エリアの喫煙所のみが継続利用されているのを受け、2日の市議
会運営委員会で、委員の一部が市庁舎と同様、全面禁煙を改めて要請。全員協議会での再協議を求めた。
　改正法は行政機関などの「第1種施設」は敷地内禁煙とし、受動喫煙を防ぐ措置を取った場合、屋外での喫
煙所設置を認めている。地方自治体議会を含む、それ以外の「第2種施設」は屋内禁煙とし、来年4月の改正
法全面施行まで既存の喫煙所利用を認めている。
　市は1日から庁舎内7カ所の喫煙所を閉鎖。市職員や来庁した市民は、別館そばに設けた屋外の喫煙所を
使用。一方、市は、市庁舎本館9階の市議会エリアは同1～8階の行政エリアと「明確に区分されている」との
理由で「第2種施設」と判断した。
　先月20日に開かれた市議会各派代表者会議で、市の判断への賛否が分かれたため、田川伸隆議長は「議
会エリアの喫煙所1カ所を6月末に閉鎖。残る1カ所は来年4月まで使用し、それ以降は法基準に適合するか
調査する」とした。
　2日の議会運営委員会で、委員の一人が「議会エリアだけ喫煙所を残すのは『議員の特権』と市民から厳し
い指摘を受けた。それぞれの意見を出し合う全員協議会を開いてほしい」と要望。別の委員は「議会運営委員
会で議論する話ではなく、既に一定の結論が出ている」と“決着済み”との姿勢。田川議長は「法律の趣旨に
沿って適切な分煙に努めており、（全協開催は）副議長と取り扱いを協議する」と収めた。

図2.喫煙室を残すことの問題点を指摘した筆者のコメント（長崎新聞社提供）
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日のうちに喫煙室を残さない決定が下されたこと
が新聞で再度掲載されました（図３）。思い描いた
通りの経過を辿った好事例として紹介します。

さらにその翌日、諫早市の清掃業者から「なぜ議
会だけ喫煙室があるのか、なぜ自分たちがタバコ
の煙を吸わされなければならないのか、これまで
疑問に思っていたことを先生に指摘していただい
たことで受動喫煙から解放されます。ありがとう
ございました」と感謝の電話があったのです。喫煙
対策の研究をしてきて良かった、と思いました。

②奈良県庁の屋外喫煙室からの受動喫煙
奈良県の毎日新聞から「県庁に新しく出来た屋
外の喫煙場所の周囲がタバコ臭い。出入口にドア
がないことが漏れの原因か？」ということで図４
の写真が送られてきました。

巨大な排気ダクトが写っていましたので「おそ 図３．諫早市議会の喫煙室を閉鎖することが報じられ
た新聞（長崎新聞社提供）
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らくダクトからの排気が受動喫煙の原因で
しょう」と回答したところ、やはり駐車場に
向けて排気されていました（図５）。これで
は「臭い」と苦情がでるのは当たり前です。
諫早市同様、新聞掲載が撤去のきっかけに
なることを期待しています。

③千代田区、移動式（？）喫煙トレーラー３
台に3,000万円
千代田区は、2002年、全国に先駆けて路
上喫煙禁止条例を施行しました。その後、
17年経過し、千代田区での路上喫煙はほと
んど見なくなりました。ところが、今頃に
なって図６の様な「喫煙トレーラー」を３台
も購入したそうです。
車輪付きで移動可能、ではあるが５年間
据え置きにとのこと。地面に固定すると
種々の規制が発生するので、それを逃れる

図５．駐車場に向けて排気されるタバコ煙

ためです。オフィス街であるため昼間の人口の方
が夜間の人口よりも10倍多い、という特殊な事情
があることは知っています。しかし、このような物
に1,000万円×３台という大金を使わず、「千代田
区では路上も公園も吸えません」というアピール
を強化するべきだと思います。せっかく改正健康

増進法で屋外の喫煙に対して配慮する義務が発生
したわけですから。
欧米に行く飛行機に乗るときは「吸えない場所」
という覚悟があるから12時間でも我慢できます。
「千代田区で働く人は区をでるまで吸えません」
「千代田区内ではニコチンガム・パッチを使ってく
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ださい」という姿勢を貫いて欲しいと思います。
喫煙者が居るから喫煙場所を残す・作る、という
従来の発想から、吸えない空間・時間を増やして禁

煙治療に誘導することが根本的な問題解決、に切
り替えていく時代になっていると思います。

図６．千代田区の移動式（？）喫煙室


